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設例 2：Aと B は、C に対して共同不法行為の加害者の立場にある。Cは A に対して全損

害の賠償を請求し、A は賠償をした。その後 A は B に対し、B も C に対して共同不法行

為によって損害を生じさせたところ、A のみが責任を負うのは不公平であるとして求償を

求めた。Aの主張は認められるであろうか。            ［構造 5、研究 1］ 

 

 


